
（別紙 2） 

 

 

中央青山監査法人については、審査・教育体制及び業務管理体制を含む監査法人

の運営に関し、主として以下のような不備が認められた。 

 

① 審査体制が、レビュー・パートナーによるレビューに過度に依存し、審議会に

よる審議やインターナル・レビュー、モニタリング等が有効に機能していなかっ

た。 

 

② 監査法人として、レビュー・パートナーが判断の拠り所とする基準・マニュア

ル等が適切に整備されておらず、レビュー・パートナーによるレビュー業務が有

効に機能していなかった。 

 

③ 投書への対応について、十分な仕組みが用意されていなかった。 


